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資料２ 

入間市手数料の特例に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

の間、個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定す

る個人番号カードをいい、有効期間内であって、

かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第

153号）第22条第１項に規定する利用者証明用電

子証明書が記録されたものに限る。）の交付を受

けている者が、多機能端末機（本市の使用に係る

電子計算機と電気通信回線で接続した端末機で

あって、使用者自らが必要な操作を行うことによ

り、証明書等を自動的に交付する機能を有するも

のをいう。）に、当該個人番号カードを使用して

暗証番号その他必要な事項を入力することによ

り、交付の申請を行う場合の入間市手数料条例

（昭和42年条例第16号）別表１の項、５の項、1

1の項及び17の項に規定する手数料については10

0円と、同表21の項に規定する手数料については2

00円とする。 

令和４年２月１日から令和５年３月31日まで

の間、個人番号カード（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律（平成25年法律第27号）第２条第７項に規定す

る個人番号カードをいい、有効期間内であって、

かつ、電子署名等に係る地方公共団体情報システ

ム機構の認証業務に関する法律（平成14年法律第

153号）第22条第１項に規定する利用者証明用電

子証明書が記録されたものに限る。）の交付を受

けている者が、多機能端末機（本市の使用に係る

電子計算機と電気通信回線で接続した端末機で

あって、使用者自らが必要な操作を行うことによ

り、証明書等を自動的に交付する機能を有するも

のをいう。）に、当該個人番号カードを使用して

暗証番号その他必要な事項を入力することによ

り、交付の申請を行う場合の入間市手数料条例

（昭和42年条例第16号）別表１の項、５の項、1

1の項、17の項及び21の項に規定する手数料につ

いては、10円                

  とする。 

附 則 附 則 

１ この条例は、令和４年２月１日から施行す

る。 

１ この条例は、令和４年２月１日から施行す

る。 

２ この条例は、令和６年３月31日限り、その効

力を失う。 

２ この条例は、令和５年３月31日限り、その効

力を失う。 

 


